
 

○市議会とは 

◆市議会の役割 

   市議会は、市民の代表として選挙で選ばれた議員が集まり、市民生活に関わる重要な

予算や条例などを市民の意見が反映されるように審議し、決定する議決機関です。 

 

◆市議会議員 

   議員は、市内に在住する満２５歳以上の人の中から、４年ごとに選挙で選ばれます。 

   議員の定数は、「宇佐市議会の議員の定数を定める条例」で２１人とされています。 

任期は、令和５年４月２６日から令和９年４月２５日です。 

 

◆議長と副議長 

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれ、議長は議会を代表するとともに、本会

議を主宰し、円滑な運営や議場の秩序維持に努めます。 

   副議長は、万一議長に事故ある際に議長の職務を代行します。 

 

○市議会の主な仕事 

◆議決 

   地方自治法で定められた「条例の制定・改正または廃止すること」「予算を定めること」

「決算を認定すること」「重要な契約や財産の取得、処分を決定すること」などの事項の

可否を議決します。 

 

◆調査・監視 

  市政が正しく執行されているか調査し、問題点を指摘します。 

また、本会議で議員による「市政一般に対する質問」などを行うことにより、市政を

監視します。 

 

◆意見書の提出 

   市の公益に関することについて、国や県などの関係行政機関に市議会の意思をまとめ

た意見書を提出します。 

 

◆請願・陳情の受理・報告 

   請願は、憲法で保障された国民の基本的権利で、条例の改廃、市の事務に関する事項

などについて、住民自治の立場から請願を通して住民の代表機関である議会にその意思

を反映させ、議会の意思によって請願の趣旨の実現に努める制度です。 

議会の開会中、閉会中を問わず所定の要件を整えて提出されると、議長はこれを受理

します。受理された請願は、所管の常任委員会などの付託審査を経て、本会議で採択の

可否を決定し、議決結果を請願者に通知しています。 

なお、採択された請願は市長、その他の関係執行機関に送付し、議会はその後の処理

経過と結果の報告を請求することができます。 

また、陳情とは、請願と同様の趣旨のもので、形式が請願以外のものを指します。 

陳情は、取り決めにより議員および所管部・課長に参考配布としています。 

  

 



 

○定例会と臨時会 

  議会には、条例で定められた年４回（３月、６月、９月、１２月）開かれる「定例会」

と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。 

 

○本会議と委員会 

◆本会議 

  全議員で構成する議会の会議を「本会議」といいます。 

 市政一般に対する質問を行い、市の一般事務の執行状況または将来の方針、政策的な

提言や行政の課題などを質したり、提出された議案の説明を受け、質疑し、賛成、反対

を明らかにして、議会の最終的な意思を決定する重要な会議です。 

 

◆委員会 

  本会議で全議員によって審議を進めるより、議会の内部にいくつかの委員会を設けて、

その分担に従って審査していくことで、議会にとってより能率的、効果的に審議を行うこ

とができます。 

  委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。 

 

≪常任委員会≫ 

 市の事務全体を適宜区分けし、その部門ごとの事務に対し、自主的に調査したり、

議会から審査を任された議案などを審査するために常設する委員会をいいます。 

    ※ 総 務 常 任 委 員 会（条例定数 ７人） 

      文教福祉常任委員会（条例定数 ７人） 

      産業建設常任委員会（条例定数 ７人） 

 

≪議会運営委員会≫ 

   多数の議員で構成される議会を、円滑かつ効率的に運営するために常任委員会とは

別に常時置かれている委員会で、議会運営の責任者である議長の諮問的な機関です。 

 

≪特別委員会≫ 

    議会が特に必要があると認めた事件を審査または調査するために、その都度設置さ

れる委員会をいいます。 

 

 

 

 

 

 



 

○一般的な定例会の日程 

議 会 運 営 委 員 会  会期、議事日程、議案や請願の取り扱いなどを協議 

              ↓ 

 

第１日 本 会 議  開会 

会期の決定 

諸報告（市長の行政報告、議長の議会事務報告など） 

議案の上程、説明 

              ↓ 

 

第２日 本 会 議  市政一般に対する質問 

第３日 本 会 議  市政一般に対する質問 

第４日 本 会 議  市政一般に対する質問 

第５日 本 会 議  市政一般に対する質問 

第６日 本 会 議  議案質疑 

            議案、請願の委員会付託 

              ↓ 

 

     常任委員会  議案、請願の審査 

              ↓ 

 

第７日 本 会 議  委員長報告（委員会の議案、請願の審査経過と結果の報告） 

            質疑・討論・採決 

            閉会 

 

 

※ 上記は、一般的な定例会の日程です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  議会の議員と長はいずれも直接選挙され、それぞれ住民の代表として相互に権限を分け

合い、均衡と抑制を図りながら、地方公共団体の行政運営を行っています。 

市長は、副市長や職員を指揮監督して具体的な職務を住民に対して行い、議会は、法令

または条例によってその権限となっているものについて意思決定を行うとともに、市長の

業務執行を監視する役割を担っています。 

 

                              

                                       市長の選挙 

                                 行政サービスの実施 

        

請願の議決           議員の選挙     条例や予算など     議案の議決 

       結果を通知             請願の提出        の議案を提案          調査・検査 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                  意見書の提出 

                                   

                                     

 

                   

 

     

 

 市 長 

執行機関 

 市 議 会 

議決機関 

 本会議  

全議員で構成する会議で、 

議案や請願などを議決します。 

 

  委員会報告        委員会付託 

 付託された議案       議案や請願の審 

や請願の審査の       査、特定の事件 

結果を報告。        の調査を付託。 

特定問題の調査       （省略する場合 

結果の報告。         もあります） 

 

         委員会  

国・県 

 

市 民 

議会運営委員会 常任委員会 特別委員会 


